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高
梁
市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙

 

投
票
日
は
９
月　

日
�

２８

　
　

月　

日
�
で
任
期
満
了
と
な
る
高
梁
市
長
お
よ
び
高
梁
市
議
会
議
員

１０

２３

の
選
挙
を
９
月　

日
�
告
示
、９
月　

日
�
投
票
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

２１

２８

　

議
員
定
数
の
改
正
に
よ
り
、今
回
の
選
挙
か
ら
、選
出
す
る
議
員
の
定
数

は　

人
か
ら　

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２６

２２

投
票
で
き
る
人

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る

人
が
投
票
で
き
ま
す
。

①
年
齢
満　

歳
以
上
の
日
本
国
民

２０

（
昭
和　

年
９
月　

日
ま
で
に
生

６３

２９

ま
れ
た
人
）

②
市
外
か
ら
の
転
入
者
の
場
合
、
平

成　

年
６
月　

日
ま
で
に
転
入
届

２０

２０

を
し
て
い
る
人

③
投
票
日
ま
で
引
き
続
き
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
、
高
梁
市
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
、
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。
立
候
補
予
定

者
、
ま
た
は
そ
の
責
任
者
は
出
席
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

８
月　

日
�

２１

　
　
　
　

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

▽
場
所　

総
合
文
化
会
館

　
　
　
　

レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム

告
示
・
立
候
補
届
出
受
付

▽
日
時　

９
月　

日
�

２１

　
　
　
　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

▽
場
所　

元
市
民
会
館（
市
役
所
隣
）

期
日
前
投
票

　

投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▽
期
間
お
よ
び
時
間

　

９
月　

日
�
〜
９
月　

日
�

２２

２７

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

３０

▽
場
所

　

元
市
民
会
館
と
各
地
域
局

※
ど
の
場
所
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
は
、
９
月　

日
�
ま
で

２４

に
投
票
用
紙
等
の
請
求
を
す
れ
ば
、

自
宅
で
郵
便
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

郵
便
等
投
票
証
明
書
交
付
の
要
件

は
、
身
体
の
障
害
の
程
度
に
よ
り
厳

格
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
交
付
を

希
望
す
る
人
、
有
効
期
限
が
切
れ
る

人
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票

▽
日
時　

９
月　

日
�

２８

　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

選
挙
会（
開
票
）

▽
日
時　

９
月　

日
�

２８

　
　
　
　

午
後
８
時　

分
か
ら

１５

▽
場
所　

元
市
民
会
館

■
問
い
合
わ
せ　

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
�
�
０
２
５
５
）

　

６
月
定
例
市
議
会
が
６
月
６
日

か
ら　

日
ま
で　

日
間
の
会
期
で

２４

１９

開
か
れ
、
８
議
案
等
を
上
程
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

〔
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案
〕

▼
高
梁
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
国
民

健
康
保
険
税
の
賦
課
に
伴
う
税
率

の
改
正
▼
高
梁
市
乳
幼
児
等
医
療

費
給
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
…
子
育
て
支
援
の

拡
充
と
、
中
国
在
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
支
援
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
改
正
▼
高
梁
市
の
議
会
の
議

員
及
び
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
公

営
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
設
置
数
の

減
少
に
伴
い
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

に
関
す
る
公
費
負
担
の
適
正
化
▼

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
…
三
宅
森
雄
さ
ん
（
川
上
町

七
地
）
を
推
薦

６
月
定
例
市
議
会



平成２０年（2008）７月〈９〉

後
期
高
齢
者
医
療

平
成　

年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

２０　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
平
成　

年
度
の
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た
。

２０

　

ま
た
、
制
度
に
関
す
る
国
の
見
直
し
方
針
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
料
額
決
定
通
知
・
納
入

通
知
の
送
付

　

「
保
険
料
額
決
定
通
知
・
納
入
通

知
」
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
付
書
で
保
険
料
を
納
付

（
普
通
徴
収
）さ
れ
る
人
に
は
、
併
せ

て
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
に
便
利
な
口
座
振
替

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
は
、
高
梁
市
指
定
金
融

機
関
等
の
窓
口
に
あ
る
「
高
梁
市
税

等
口
座
振
替
依
頼
書
」
で
手
続
き
が

で
き
ま
す
（
申
し
込
み
後
、
手
続
き

終
了
ま
で
に
１
カ
月
程
度
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）。

被
保
険
者
証
の
更
新
、
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
交
付

　

先
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
と

お
り
、
医
療
費
の
一
部
負
担
割
合
等

が
変
更
と
な
る
人
に
は
、
７
月
下
旬

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま

す
。
送
付
さ
れ
た
人
に
つ
い
て
は
、

８
月
か
ら
は
必
ず
新
し
い
被
保
険
者

証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
人
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
よ
り
、
入
院
時
の
医

療
機
関
で
の
自
己
負
担
限
度
額
や
食

事
代
な
ど
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

見
直
し
方
針

　

６
月　

日
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

１２

度
に
関
す
る
国
の
見
直
し
方
針
が
ま

と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
見
直
し
に
よ
る
保
険
料
の
軽

減
措
置
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
の
軽
減
措
置

２０

の
対
象
と
な
る
人
に
は
、
あ
ら
た
め

て
「
保
険
料
額
変
更
決
定
通
知
・
納

入
通
知
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
支
払
い
に
つ
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

す
人
は
、「
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特

別
徴
収
）」
か
ら
「
口
座
振
替
（
普
通

徴
収
）」
に
変
更
で
き
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
変
更
は　

月
受
給
分
の
年

１０

金
か
ら
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

〈
支
払
い
方
法
変
更
の
要
件
〉

①
国
民
健
康
保
険
税
を
確
実
に
納
付

し
て
い
た
人
（
本
人
）
が
、
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
す
る
場
合　

②
被
保
険
者
本
人
の
年
金
収
入
が
１

８
０
万
円
未
満
の
人
で
、
世
帯
主

ま
た
は
配
偶
者
の
口
座
振
替
に
よ

り
納
付
す
る
場
合

　

要
件
を
満
た
し
、
口
座
振
替
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
保
険
課
ま
た
は
各

地
域
局
住
民
福
祉
課
に
「
申
出
書
」

を
提
出
し
、
金
融
機
関
で
口
座
振
替

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
８
月　

日
�
以
降
に
「
申

１１

請
書
」を
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、　

月
１０

分
の
特
別
徴
収
中
止
手
続
き
に
間
に

合
い
ま
せ
ん
。
提
出
時
期
に
よ
り
、

　

月
分
以
降
の
中
止
と
な
り
ま
す
。

１２※
「
申
出
書
」
は
保
険
課
、
各
地
域

局
住
民
福
祉
課
、
各
地
域
市
民
セ
ン

タ
ー
に
備
え
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
健
康
保
険

係
（
�
�
０
２
５
８
）、
岡
山
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
�
０
８
６
�

２
４
５
�
０
０
９
０
）

所得割額均等割額

軽減割合要　　件軽減割合要　　件

一律
５０％

保険料算定に用い
る基礎控除後の総
所得金額等が５８
万円以下の人

一律
８割５分

７割軽減世帯

平
成　

年
度

２０

５０％
程度

所得の低い人
（年金収入１５３万円
から２１１万円まで）

９割

７割軽減世帯の
うち、被保険者全
員が年金収入８０
万円以下の世帯

平
成　

年
度

２１

保険料の軽減措置


